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熊本県告示第１２５号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項
の同意を求めるため、漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項

第１１８８０号 

平成 22 年 2 月 9 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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の規定による事前の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示し、届出
に係る指定漁船調書を縦覧に供する。 
  平成２２年２月９日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫 
１ 加入区の名称              
    八代加入区 
２ 発起人の住所及び氏名 
    八代市千反町２丁目１３号１３番地    杉田 金義 
  八代市鼠蔵町１２４４番地４       平田 剛  
  八代市塩屋町７番２５号         白川 登   
３ 法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合 
  八代漁業協同組合  
４ 縦覧期間 
  平成２２年２月９日から平成２２年２月２３日まで 
５ 縦覧場所 
  八代漁業協同組合 

 
 
熊本県告示第１２６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県宇城市不知火町永尾字東勝負迫１６４９番２から 
 １６４９番４まで、字南長尾１６５１番２、字北長尾１６５０番・字南長尾１６５１番 
 １（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに宇城市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１２７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県宇城市不知火町永尾字河内４６４番１、４６５番 
 １、字北竈１１３８番２、１１３８番３、１１３８番１・字古屋敷１２７４番（以上２ 
 筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに宇城市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１２８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県菊池市旭志麓字鎧石２９３４番５ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
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  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字鎧石２９３４番５（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県菊池地域振興局並びに菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１２９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県菊池市班蛇口字土取２２９６番１、２２９９番１、 
 ２２９９番２、２３０５番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字土取２２９９番１・２３０５番１（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県菊池地域振興局並びに菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字槻木字古屋敷６２１番１、６ 
 ２１番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字古屋敷６２１番１・６２１番２（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに多良木町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字江代字田迎２５６６番４ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字田迎２５６６番４（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
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  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに水上村役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３２号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地字秡川４９３９番３ 
２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
球磨地域振興局並びに多良木町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町緑川字滝口２１４３番９・２１４ 
 ３番１０（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字滝口２１４３番９・２１４３番１０（以上２筆について次の図に示す部分に限 
   る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３４号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町目丸字上前川１０８１番、１０８ 
 ３番、１１１０番１、１１１０番２、１１１１番・１１１２番・又１１１２番・１１１ 
 ３番（以上４筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字上前川１０８１番・１１１１番（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１３５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町神ノ前字上尾４２２番、４２４番 
 ６、４２４番７、４４４番１、４４４番２、４５１番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字上尾４２２番・４２４番７・４４４番１（以上３筆について次の図に示す部分 
   に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町荒谷字川井ノ迫又６６６番５ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字川井ノ迫又６６６番５（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕字筒井迫８７１番、８７４ 
 番１３、８７０番２・８７１番２・８７２番（以上３筆について次の図に示す部分に限 
 る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字筒井迫８７０番２・８７１番・８７１番２・８７２番（以上４筆について次の 
   図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県阿蘇地域振興局並びに小国町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１３８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字上薄木５２７０番８、 
 ５２７０番１６、字薄木５２７０番１３ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字上薄木５２７０番８・５２７０番１６・字薄木５２７０番１３（以上３筆につ 
   いて次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県阿蘇地域振興局並びに南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１３９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県水俣市湯出字赤尼田１０８３番９、字三本松１０ 
 ８７番、１０９３番２、１０９３番３、１０９３番７から１０９３番９まで、１０９３ 
 番１４ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字赤尼田１０８３番９・字三本松１０９３番３・１０９３番７から１０９３番９ 
   まで（以上５筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県芦北地域振興局並びに水俣市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字箙瀬字本迫３０２番、３０３番、

３１１番・３１３番合併、３１２番、字宇土３３１番２の２、３３７番・３３８番合併、
字本迫３１４番・又３１４番（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字本迫３１２番・３１４番（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県芦北地域振興局並びに芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１４１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字大岩字本川内４５４３番、４５ 
 ５８番、４５５８番１、４５６０番から４５６２番まで、４５６３番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字本川内４５４３番・４５６２番・４５６３番１（以上３筆について次の図に示 
   す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県芦北地域振興局並びに芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４２号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字大川内字後藤寺平１０７５番５ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
芦北地域振興局並びに芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町葉木字葉木山３番、４番、６番、９ 
 番２、１０番から１４番まで、１５番２、１９番１、２２番１、２６番、２７番１、３ 
 ０番、３１番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字葉木山１５番２、４番・６番・９番２・１９番１（以上４筆について次の図に 
   示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４４号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町深水は字小尾１６１番から１６３番 
 まで、１６５番から１６８番まで、１７７番から１８２番まで、１８３番１、１８４番、 
 １８５番、１８７番、１８８番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字小尾１６１番、１６５番から１６８番まで、１８０番から１８２番まで、１８ 
   ４番、１８５番、１８７番、１８８番、１６２番・１８３番１（以上２筆について 
   次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町鎌瀬字責１５３４番、字鎌瀬山２７ 
 ３５番から２７４１番まで、２７４２番１、２７４３番から２７５２番まで、２７５３ 
 番１、２７５３番２、２７６７番、２７７２番１、２７７３番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字責１５３４番、字鎌瀬山２７３９番から２７４１番まで、２７４４番、２７４ 
   ５番、２７５０番、２７３５番から２７３７番まで・２７４３番・２７４６番から 
   ２７４９番まで・２７５２番・２７５３番１・２７５３番２・２７７２番１・２７ 
   ７３番１（以上１３筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町中谷い字天神脇３０６３番１、３０ 
 ６４番１、３０６４番２、３０６５番１、３０８８番、３０８９番３、３０８９番７か 
 ら３０８９番９まで 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字天神脇３０６４番２・３０６５番１・３０８８番・３０８９番９（以上４筆に 
   ついて次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１４７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年 ２月 ９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字両併字崩ノ戸２９１４番１２、

２９１４番１５ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
阿蘇地域振興局並びに南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する。）                            

 
 
熊本県告示第１４８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年 ２月 ９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇市車帰字堤ノ本３３９番、３４１番１から３ 
 ４１番３まで、３４３番１、３４４番１、３４４番２ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
阿蘇地域振興局並びに阿蘇市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１４９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年 ２月 ９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字両併字崩ノ戸２９１４番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
阿蘇地域振興局並びに南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する。）                           

 
 
熊本県告示第１５０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年 ２月 ９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町川嶽字部古３２９３番、３２９６番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
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  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。）                           

 
 
熊本県告示第１５１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年２月９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス彩り 

天草市亀場町食場６８９番地 

株式会社なじみ 平成２２年２月１日 

 
 
熊本県告示第１５２号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年２月９日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス彩り 

天草市亀場町食場６８９番地 

株式会社なじみ 平成２２年２月１日 

 
 
熊本県告示第１５３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年２月９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 瀬田竜田線 菊池郡大津町大字大林字壹町田 

          ２９２番地先から 

同町大字大林字樫木 

          １９５番地先まで 

   440.0 交安統

合（改

築によ

る拡幅）
２ 供用を開始する期日 平成２２年２月１０日 

 
 
熊本県告示第１５４号 
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３
７２号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり競争入札に参
加する者に必要な資格等について告示する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 競争入札に付する事項 

平成２２年度熊本県総合行政ネットワーク県庁ＮＯＣ監視運営保守業務委託 
２ 入札参加資格 

物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成
１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）第５条第１項の規定による審査
のうえ、入札参加資格を有すると決定された者であること。 

なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲げる
ところにより、要綱第５条第１項の規定による審査を受け、入札参加資格を得ること。 

３  入札参加資格を得るための申請方法等 
(１)  申請の方法 
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２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要
綱第３条第１項に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請で
ある旨を明示すること。）に必要書類を添付し、３の（２）の場所に持参又は郵送
（書留郵便に限る。）により提出すること。 

(２)  入札参加資格審査申請書の入手先及び提出先並びに申請に関する問い合わせ先 
熊本県出納局管理調達課管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号  ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 ０９６－３３３－２５８１（ダイヤルイン） 

(３)  入札参加資格審査申請書の受付期間 
公告の日から平成２２年２月２６日（金）までの日（閉庁日を除く。）の午前８

時３０分から午後５時までとする。 
ただし、受付期間の終了後も入札書締切予定日時まで随時受け付けるが、この場

合には、資格審査が入札に間に合わないことがある。 
(４)  資格審査結果の通知 

資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
(５)  入札参加資格の有効期間 

入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から平成２３年３月３
１日までとする。 

(６)  有効期間の更新手続 
前項の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく入札参加資格審査

申請の受付を平成２３年１月４日から平成２３年１月３１日（閉庁日を除く。）ま
で行う。 

 
 
 
 
 
熊本県公告第６２号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営羊角湾
周辺二期地区（釜工区）土地改良事業（農業用用排水施設）の計画を定めたので、同条第
５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 縦覧に供する書類の名称 

県営羊角湾周辺二期地区（釜工区）土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２２年２月１０日から平成２２年３月１０日まで 
３ 縦覧場所 

天草市役所 
 

 
熊本県公告第６３号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営羊角湾
周辺二期地区（大江工区）土地改良事業（農業用用排水施設）の計画を定めたので、同条
第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 縦覧に供する書類の名称 

県営羊角湾周辺二期地区（大江工区）土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写
し 

２ 縦覧期間 
平成２２年２月１０日から平成２２年３月１０日まで 

３ 縦覧場所 
天草市役所 

 
 
熊本県公告第６４号 
 次のとおり一般競争入札に付する。 
  平成２２年２月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 入札に付する事項 
（１） 委託業務の名称 

平成２２年度熊本県総合行政ネットワーク県庁ＮＯＣ監視運営保守業務委託 

 公  告 
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（２） 委託業務の内容等 
別に定める「要求仕様書」のとおり 

（３） 委託期間 
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

（４） 入札金額 
入札書に記載する金額は、平成２２年度熊本県総合行政ネットワーク県庁ＮＯＣ

監視運営保守業務に要する費用の総額とする。 
なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセ

ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額により入札すること。 

（５） 低制限価格等の設定 
ア 本競争入札には、 低制限価格を設けていない。 
イ 本競争入札には、低入札価格調査の対象となる基準価格を設けている。 

（６） その他 
ア 本競争入札は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件であるが、紙

入札による参加もできる。ただし、電子入札システムに利用者登録が完了している
者は、電子入札によるものとする。 

イ 本競争入札は、競争入札参加資格確認のため、入札前に３に記載する競争入札参
加資格確認申請書及び確認資料の提出が必要な入札である。 

２ 入札参加者の資格に関する事項 
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

（１） 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱 
（平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）第５条第１項の規定
による審査のうえ、入札参加有資格者として要綱第６条に定める入札参加資格者名
簿の営業種目「情報処理業務（情報システム全般の設計、維持管理）」に登録され
た者であること。 

なお、入札参加資格を有しない者は、次により入札参加資格審査の申請を行うこ
と。 

ア 審査申請の受付期間 
公告の日から平成２２年２月２６日（金）までの日（閉庁日を除く。）の午前８

時３０分から午後５時までに提出すること。 
ただし、受付期間の終了後も入札書締切予定日時まで随時受け付けるが、この場

合には、資格審査が入札に間に合わないことがある。 
イ 審査申請書の提出先及び問い合わせ先 

熊本県出納局管理調達課管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 

ウ 申請の方法 
要綱に定める「競争入札参加資格審査申請書」（本競争入札参加のための申請で

ある旨を明示すること。）に必要書類を添付し、持参又は郵送（郵便書留に限る。）
により提出すること。 

なお、申請様式及び提出書類の詳細については、熊本県ホームページの「申請書
様式ダウンロード」のページで確認することができる。 

エ 資格審査結果の通知 
資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受て
いること。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受け
ていること。 

（４） 入札及び開札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名
停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でな
いこと。 

３ 入札参加のための確認申請 
本競争入札に参加を希望する者は、２の（２）から（５）までに示す要件を満たして

いるかの確認を受けるため、次により「競争入札参加資格確認申請書」及び確認資料（以
下「申請書等」という。）を提出しなければならない。 

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び確認の結果要件を満たしていないと認
められた者は、本競争入札に参加することができない。 

（１） 提出方法及び提出場所 
ア 電子入札システムによる入札参加の場合 

申請書等を電子入札システムにより提出すること。 
なお、確認資料の容量が１ＭＢを超える場合には、４の（１）に示す場所に持参

又は郵送（書留郵便に限る。）することとし、持参又は郵送する書類の目録を電子
入札システムで提出すること。 
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イ 紙入札方式による入札（書面による入札をいう。以下同じ。）参加の場合 
申請書等を４の（１）に示す場所に持参又は郵送すること。 
なお、郵送の場合は、提出期間内に必着すること。 

（２） 提出期間 
公告の日から平成２２年３月５日（金）の午後５時まで（閉庁日を除く。）に提 
出すること。 

（３） 確認結果の通知 
確認の結果は、「競争入札参加資格確認結果通知書」により通知する。 

４ 入札執行の日時、場所等 
（１） 契約条項を示す場所 

熊本県地域振興部情報企画課電子県庁管理班（県庁行政棟新館９階） 
郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 ０９６－３３３－２１４３ 
ファックス番号 ０９６－３８１－８２１１ 

（２） 要求仕様書 
ア 閲覧（交付）の場所 

電子入札システムホームページ（入札情報公開サービスシステムの入札公告等情
報）にて閲覧又は４の（１）に記載する場所で交付する。 

イ 閲覧（交付）の期間 
閲覧にあっては公告の日から平成２２年３月２３日（火）まで、交付にあっては

公告の日から平成２２年３月２３日（火）まで（閉庁日を除く。）の午前８時３０ 
分から午後５時までとする。 

（３） 入札の日時及び場所 
ア 電子入札システムによる入札 

３の（３）記載の確認結果の通知を受けた時から平成２２年３月２３日（火）午
後５時までに入札すること。 

イ 紙入札方式による入札 
（ア）日時 平成２２年３月２４日（水）午前１０時 
（イ）場所 熊本市水前寺六丁目１８番１号 

熊本県地域振興部情報企画課（県庁行政棟新館９階） 
（４） 開札の日時及び場所 

４の（３）のイに同じ。 
（５） 再入札 

開札後、落札者がない場合は再入札を行う。 
再入札を行う場合、電子入札により入札書を提出した者については、再入札の通

知を受けた時から平成２２年３月２４日（水）午前１１時までに電子入札システム
により入札すること。 

５ 入札方法等 
（１） 入札方法 

ア 電子入札システムによる入札の場合 
４の（３）のアの締切日時までに電子入札システムにより入札書を提出すること。 
ただし、入札参加者側のシステム障害等のやむを得ない事情があり、入札書受付

締切予定日時までに「熊本県電子入札システム紙入札移行承認願」を４の（１）に
示す場所に提出し、県（契約担当者）から承認を受けた場合は、イの紙入札方式に
よる入札によるものとする。 

イ 紙入札方式による入札の場合 
別に定める「入札書」により作成し、４の（３）のイの日時及び場所に持参し、

提出すること。 
ただし、代理人をして入札するときは、別に定める「委任状」を入札書と同時に

提出すること。 
なお、郵送を認めるが、次の事項に留意のうえ、必ず平成２２年３月２３日（火）

までに４の（１）に記載する場所に必着するよう郵送（書留郵便に限る。）するこ
と。 

（ア）封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」、中封筒に「委託
業務の名称」及び「開札日時」を朱書きすること。 

（イ）再入札を予想する場合は、中封筒に「再入札書」、「委託業務の名称」及び「開
札日時」を朱書きし、同封すること。 

（２） 開札の方法 
開札は、電子入札システムにおいて行う。 
ただし、紙入札方式による入札により入札に参加した者がいる場合は、入札に参

加した者又はその代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入
札に参加した者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。 

（３） 入札の回数 
入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。 
なお、再入札書の締切日時までに再入札書を提出しなかった者及び紙入札方式に 

よる入札により入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかった者は再入札を辞退
したものとみなす。 
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（４） 落札者の決定方法 
有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって申

込みをした者を落札者とする。 
なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、電子入札シス

テムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 
ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項

の規定により、低入札価格について一定の基準を設けているため、その基準を下回
った価格で入札を行った者は、 低の価格をもって申込みをした者であっても落札
者とはならない場合がある。 

（５） 無効の入札 
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 紙入札方式による入札において、委任状を提出しない代理人のした入札 
ウ 紙入札方式による入札において、記名押印を欠く入札 
エ 紙入札方式による入札において、金額を訂正した入札 
オ 紙入札方式による入札において、誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
カ 紙入札方式による入札において、同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又

は２人以上の代理をした者の入札 
キ 紙入札方式による入札において、２以上の意思表示をした入札 
ク 紙入札方式による入札において、くじ番号の記入がない入札 
ケ 電子入札システムによる入札において、入札、見積及び契約権限のない者のＩＣ

カードを使用して提出された入札 
コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
サ 明らかに連合によると認められる入札 
シ その他入札に関する条件に違反した入札 

（６） 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公
正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ
せず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。 

（７） 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
（８） その他 

要求仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得（昭和
３９年熊本県告示第４２０号）及び熊本県電子入札（物品調達・業務委託契約等）
運用基準の規定を準用する。 

６ 契約の締結 
（１） 契約書作成の要否 

要 
（２） 契約の締結期限 

落札者決定の日から８日以内とする。 
（３） 落札者からの契約締結の申出期限 

落札者決定の日から７日以内とする。 
７ 入札保証金及び契約保証金 
（１） 入札保証金 

免除する。 
（２） 契約保証金 

契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分
の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに
該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 

ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき。（その者が、契約
を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

８ その他 
（１） 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とする。 
（２） 本一般競争入札公告は、入札説明書を兼ねる。 
（３） 本競争入札は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を

受ける。 
９ Ｓｕｍｍａｒｙ 
（１） Ｎａｔｕｒｅ ａｎｄ ｑｕａｎｔｉｔｙ ｏｆ ｓｅｒｖｉｃｅ ｔｏ ｂｅ 

 ｃｏｎｔｒａｃｔｅｄ 
 Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ 
ａｎｄ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅ  

（２） Ｐｅｒｉｏｄ ｆｏｒ ｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ  
 ｃｏｎｔｒａｃｔｅｄ ｓｅｒｖｉｃｅ 
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 Ａｐｒｉｌ １ ２０１０ ｔｏ Ｍａｒｃｈ ３１ ２０１１ 
（３） Ｌｏｃａｔｉｏｎ 

 Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒａｌ Ｏｆｆｉｃｅ 
 Ｐｌａｃｅｓ ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｂｉｄｄｉｎｇ  
 ｏｆｆｉｃｅｒ 

（４） Ｄａｔｅ ａｎｄ ｐｌａｃｅ ｔｏ ｓｕｂｍｉｔ ｂｉｄｄｉｎｇ  
  ｐｒｏｐｏｓａｌ 

 Ｍａｒｃｈ ２４ ２０１０ １０：００ a.ｍ. 
 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ 

（５） Ｄａｔｅ ｂｙ ｗｈｉｃｈ ｂｉｄｄｉｎｇ ｐｒｏｐｏｓａｌ ｍｕｓｔ  
  ｂｅ ｒｅｃｅｉｖｅｄ 
    Ｍａｒｃｈ ２３ ２０１０ 

（６） Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｔｏ ｂｅ ｕｓｅｄ ｆｏｒ 
ｂｉｄｄｉｎｇ 

 Ｊａｐａｎｅｓｅ ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｏｎｌｙ 
（７） Ｎａｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｉｎ ｃｈａｒｇｅ ｏｆ  

    ｔｈｉｓ ｂｉｄｄｉｎｇ ｃｏｎｔｒａｃｔ 
 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ， 
 Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｒｅｇｉｏｎａｌ ａｎｄ  
 Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒａｌ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ  
 Ｋｕｍａｍｏｔｏ 
 ６－１８－１ Ｓｕｉｚｅｎｊｉ Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｃｉｔｙ 
 Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ ８６２－８５７０ Ｊａｐａｎ 
 Ｐｈｏｎｅ：０９６－３８３－１１１１ Ｅｘｔ ３０８４ 

 
 
 
 
 
  熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則をここに公布
する。 
    平成２２年２月９日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第１号 
   熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、熊本県職員等退職手当支給条例（昭和２８年熊本県条例第５６号。

以下「条例」という。）第１８条第６項の規定に基づき、人事委員会が行う退職手当の
支給制限等の処分に係る調査審議（以下「調査審議」という。）に関し、必要な事項を
定めるものとする。 

 （会議等の公開） 
第２条 調査審議に係る人事委員会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公

開とする。ただし、人事委員会が必要と認めるときは、公開することができる。 
 （委員の除斥） 
第３条 次の各号のいずれかに該当する人事委員会の委員は、当該事案に係る調査審議に

関与することができない。 
（１） 条例第１４条第４項、第１５条第５項、第１６条第３項又は第１７条第８項に

おいて準用する熊本県行政手続条例（平成７年熊本県条例第５３号。以下この条
において「準用行政手続条例」という。）第１５条第１項の規定による通知を受
けた者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を
含む。） 

（２） 準用行政手続条例第１７条第２項又は第９条第２項に規定する参加人 
（３） 前２号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族 
（４） 第１号又は第２号に規定する者の代理人又は準用行政手続条例第２０条第３項

若しくは第１４条第３項に規定する補佐人 
（５） 前各号に規定する者であったことのある者 
（６） 第１号又は第２号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、

補助人又は補助監督人 
（７） 第２号に規定する者以外の者であって条例に照らし条例第１４条第２項、第１

６条第１項又は第１７条第１項から第５項までの規定による処分につき利害関係
を有するものと認められる者 

 （口頭で意見を述べる意思の有無の確認） 
第４条 人事委員会は、条例第１４条第２項、第１６条第１項又は第１７条第１項から第

５項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者（以
下「当事者」という。）に対し、条例第１８条第３項に規定する申立てを行う意思の有
無の確認をするものとする。 

２ 人事委員会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、当事者は、
意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物（以下「陳述

 登載依頼 
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書等」という。）を提出することができることを教示しなければならない。 
３ 当事者は、前２項の規定による確認のための通知を受けたときは、人事委員会が定め

る期限までに、意見陳述申立等通知書（別記第１号様式）により人事委員会に通知しな
ければならない。この場合において、当事者が正当な理由なく通知をしなかったときは、
当該当事者は、申立てを行う意思がないものとみなす。 

 （意見陳述の機会の付与） 
第５条 前条第１項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から条例第１８条第３ 

項の規定により口頭で意見を述べる、又は第４条第２項の規定により意見陳述の機会の 
期日への出頭に代えて陳述書等を提出する旨の申立てがあった場合には、次条から第２
０条までの規定により意見陳述の機会を与えるものとする。 

 （意見陳述の機会の通知の方式） 
第６条 人事委員会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日ま

でに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければ
ならない。 
（１） 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項 
（２） 処分の原因となる事実 
（３） 意見陳述の機会の期日及び場所 
（４） 意見陳述に関する事務を所掌する人事委員会の組織の名称及び所在地 

２ 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類
又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は意見陳述の機会の期日への
出頭に代えて陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。 

３ 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第１項の規定による通知
を、その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに人事委員会が同項各号に
掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を熊本県庁前の掲示場に掲示
することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から２週間
を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 （意見陳述の機会の期日等の変更） 
第７条 人事委員会が前条第１項の通知をした場合（同条第３項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる場合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理由
がある場合には、人事委員会に対し、意見陳述期日等変更申出書（別記第２号様式）に
より意見陳述の機会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 

２ 人事委員会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所
を変更することができる。 

３ 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、
速やかに、その旨を当事者、第９条第２項に規定する参加人（その時までに同条第１項
の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び第１１条に規定する参
考人に通知しなければならない。 

 （代理人） 
第８条 第６条第１項の通知を受けた当事者（同条第３項後段の規定により当該通知が到

達したものとみなされる者を含む。）は、代理人を選任することができる。 
２ 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることが

できる。 
３ 代理人の資格は、代理人資格証明書（別記第３号様式）により証明しなければならな

い。 
４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失

届出書（別記第４号様式）によりその旨を人事委員会に届け出なければならない。 
 （参加人） 
第９条 第１２条の規定により意見陳述の機会を主宰する者（以下「主宰者」という。）

は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該処分の根拠となる条例に
照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者（以下「関係人」という。）
に対し、当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを求め、又は当該意見陳述の
機会に関する手続に参加することを許可することができる。 

２ 前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者（以下「参加人」と
いう。）は、代理人を選任することができる。 

３ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合にお
いて、同条第２項及び第４項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものと
する。 

 （関係人の参加許可の手続） 
第１０条 前条第１項の規定による許可の申請については、同項に規定する関係人は、意

見陳述の機会の期日の５日前までに、参加人許可申請書（別記第５号様式）を同項に規
定する主宰者に提出してこれを行うものとする。 

２ 主宰者は、前項の申請について許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に
通知しなければならない。 

 （参考人） 
第１１条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人（以

下「参考人」という。）に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求める
ことができる。 

 （意見陳述の機会の主宰） 
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第１２条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する委員が主宰する。 
 （主宰者の指名の手続） 
第１３条 主宰者の指名は、人事委員会が第６条第１項の通知をする時までに行うものと

する。 
２ 主宰者が第３条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が意見陳述の機

会の期日における審理を行うことができなくなったときは、人事委員会は、速やかに、
新たな主宰者を指名しなければならない。 

 （意見陳述の機会の期日における審理の方式） 
第１４条 主宰者は、 初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、人事委員会の職員に、

予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述
の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 

２ 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類
等を提出し、並びに主宰者の許可を得て人事委員会の職員に対し質問を発することがで
きる。 

３ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出
頭することができる。 

４ 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しく
は参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は人事委
員会の職員に対し説明を求めることができる。 

５ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の
期日における審理を行うことができる。 

６ 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めると
きを除き、公開しない。 

 （補佐人の出頭許可の手続） 
第１５条 前条第３項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、意見陳

述の機会の期日の５日前までに、補佐人出頭許可申請書（別記第６号様式）を主宰者に
提出してこれを行うものとする。ただし、第１９条第２項の規定により通知された意見
陳述の機会の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につ
き補佐するものについては、この限りでない。 

２ 主宰者は、前項の申請について許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又
は参加人に通知しなければならない。 

３ 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述した
ものとみなす。 

 （意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持） 
第１６条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述

するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、そ
の陳述を制限することができる。 

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の期日における審理の秩序を
維持するため、意見陳述の機会の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に
対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 

 （意見陳述の機会の期日における審理の公開） 
第１７条 人事委員会は、第１４条第６項の規定により意見陳述の機会の期日における審

理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の機会の期日及び場所を熊本県庁前の掲示場
に掲示するものとする。この場合において、人事委員会は、当事者、参加人（その時ま
でに第９条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考
人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 

 （陳述書等の提出） 
第１８条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、

意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができる。 
２ 前項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名

及び当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての
意見を記載した書面により行うものとする。 

３ 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第１項の
陳述書等を示すことができる。 

 （続行期日の指定） 
第１９条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を

続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。 
２ 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機

会の期日及び場所を書面により通知するものとする。ただし、意見陳述の機会の期日に
出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知
すれば足りる。 

３ 第６条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明し
ないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第３項中「当
事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過したと
き」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人
に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替えるものと
する。 

 （当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結） 



 平成 22 年 2 月 9日  火曜    熊 本 県 公 報          第１１８８０号 18 

第２０条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日
に出頭せず、かつ、第１８条第１項に規定する陳述書等を提出しない場合、又は参加人
の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し
改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会
を終結することができる。 

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期
日に出頭せず、かつ、第１８条第１項に規定する陳述書等を提出しない場合において、
これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、こ
れらの者に対し、期限を定めて陳述書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見
陳述の機会を終結することとすることができる。 

 （雑則） 
第２１条 この規則に定めるもののほか、調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定

める。 
   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
 
別記第１号様式（第４条関係） 
 
          意 見 陳 述 申 立 等 通 知 書 
 
                                年  月  日 
   
  熊本県人事委員会 様 
 
                      住所 
                      氏名              印 
                      電話番号 
 

     年  月  日付け人委第   号で通知の熊本県職員等の退職手当支給 
条例（以下「条例」という。）第１８条第３項に規定する申立てを行う意思の有無に 
ついては、熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則 
第４条第３項の規定により、次のとおりとします。 
 １ 条例第１８条第３項に規定する申立てを行います。 
 ２ 条例第１８条第３項に規定する申立てを行いますが、意見陳述の機会の期日へ 

の出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物を提出します。 
 ３ 条例第１８条第３項に規定する申立ては行いません。 
 

別記第２号様式（第７条関係） 
 
        意 見 陳 述 期 日 等 変 更 申 出 書 
 
                                年  月  日 
   
  熊本県人事委員会 様 
 
                      住所             
                      氏名              印 
                      電話番号 
 

     年  月  日付けで申立てを行った事案の意見陳述の機会の期日（場所） 
について、熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則 
第７条第１項の規定により、次のとおり変更を申し出ます。 

期 日     年  月  日  時  分から変 更 前 

場 所  

期 日     年  月  日  時  分から

  

変更申出 

事  項 

 
変 更 希 望 

場 所  

  

変 更 申 出 の 理 由 

 

 

 

 
別記第３号様式（第８条関係） 
 
            代 理 人 資 格 証 明 書 
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                                年  月  日 
   
  熊本県人事委員会 様 
 
                      住所 
                      氏名              印 
 

 私は、    年  月  日付けで申立てを行った（が行われた）事案について、
次の者を代理人として選任し、熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調 
査審議に関する規則第８条第３項の規定により、意見陳述の機会に関する一切の行為 
をすることを委任します。 

 

 代  理  人  住  所 

 

 

             

 

 代  理  人  氏  名 

 

 

 

 

 代 理 人 電 話 番 号 

 

 

 

当事者又は参加人との関係 

 

 

 備考 不要な文字は、横線で消してください。 
 
別記第４号様式（第８条関係） 
 
           代 理 人 資 格 喪 失 届 出 書 
 
                                年  月  日 
   
  熊本県人事委員会 様 
 
                      住所 
                      氏名              印 
 

     年  月  日付けで申立てを行った（が行われた）事案について、私の 
代理人は、その資格を失ったので、熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係 
る調査審議に関する規則第８条第４項の規定により届け出ます。 

 

 代 理 人 住 所 

 

 

                

 

 代 理 人 氏 名 

 

 

 

 

 代 理 人 電 話 番 号 

 

 

 備考 不要な文字は、横線で消してください。 
 
別記第５号様式（第１０条関係） 
 
            参 加 人 許 可 申 請 書 
 
                                年  月  日 
   
  主宰者 様 
 
                      住所                      
                      氏名              印 
                      電話番号 
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     年  月  日付けで申立てが行われた事案について、    年  月   

日に開催される意見陳述の機会に関する手続に参加したいので、熊本県職員等の 
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則第１０条第１項の規定によ 
り次のとおり申請します。 

 

 

意見陳述の機会に係る 

処分につき利害関係を 

有することの疎明 

 

 

 

 

                

 

 
別記第６号様式（第１５条関係） 
 
          補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書 
 
                                年  月  日 
   
  主宰者 様 
 
                      住所 
                      氏名              印 
 

     年  月  日付けで申立てを行った（が行われた）事案について、     
年  月  日に開催される意見陳述の機会に補佐人とともに出頭したいので、 

熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則第１５条第 
１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 補 佐 人 の 住 所 

 

 

                

 

 補 佐 人 の 氏 名 

 

 

 

 

 補 佐 人 の 電 話 番 号 

 

 

 

 当事者又は参加人との関係 

 

 

 

 補 佐 す る 事 項 

 

 

 備考 不要な文字は、横線で消してください。 
 

 
熊本県人事委員会訓令第１号 
                                  事務局 
  熊本県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
    平成２２年２月９日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之 
   熊本県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令 
 熊本県人事委員会事務局処務規程（昭和５８年熊本県人事委員会訓令第１号）の一部を
次のように改正する。 
 別表第１の１１の項の次に次のように加える。 

12 退職手当の支給制限等の 

 処分に係る調査審議に関す 

 る事務 

 

１  熊本県職員等の退職手当の支給制限等の処分に係

る調査審議に関する規則（平成２２年熊本県人事委員

会規則第１号）第４条の規定に基づく口頭で意見を述

べる意思の有無の確認に関すること。 
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 ２  熊本県職員等退職手当支給条例（昭和２８年熊本県

 

 

 

 

条例第５６号。以下「退職手当条例」という。）第１８

条第４項の規定に基づく書面又は資料の提出要求及

び陳述又は鑑定要求その他必要な調査の実施に関す

ること。 

 ３  退職手当条例第１８条第５項の規定に基づく資料

の提出、意見の開陳その他必要な協力の要求に関する

こと。  
   附 則  
 この訓令は、平成２２年２月９日から施行する。 

 
 
 熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年２月９日 
                                   熊本県人事委員会委員長  清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第２号 
      熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定め 
   る規則の一部を改正する規則 
  熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則（昭和４１年熊本県人事委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 
 別表市町村の表玉東町の項機関名の欄中「町長部局（収入役室を含む。）」を「町長部
局（会計室を含む。）」に、職名の欄中「課長 室長」を「課長 会計管理者 室長」に
改める。 
  別表一部事務組合の表熊本県市町村総合事務組合の項職名の欄中「事務局長 事務局次
長」を「事務局長 会計管理者 事務局次長」に改め、同表有明広域行政事務組合の項職
名の欄中「首席審議員 課長」を「首席審議員 会計管理者 課長」に改める。 
      附 則                                                             
  この規則は、公布の日から施行する。                                       

 
 
八代地域保健医療推進協議会公告第１号 
 八代地域保健医療推進協議会を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２２年２月９日 
                          八代地域保健医療推進協議会長 
１ 開催日時 
    平成２２年３月２日（火） 午後３時から午後５時まで 
２ 開催場所 
  熊本県八代地域振興局 ５階 大会議室（八代総合庁舎５階） 
３ 議題 

（１）八代地域保健医療推進協議会救急医療専門部会の報告について 
（２）第５次八代地域保健医療推進計画の本年度の取組と主な成果について 
（３）その他 

４ 傍聴者の定員 
    １０人 
５ 傍聴手続 

（１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、受付のう
え、事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 

（２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
    八代市西片町１６６０番地 
    八代地域保健医療推進協議会事務局（熊本県八代保健所総務企画課） 
    （電話０９６５－３３－３１９７） 

 
 
球磨地域保健医療推進協議会公告第１号 
  平成２１年度第１回球磨地域保健医療推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２２年２月９日 
                                      球磨地域保健医療推進協議会長 
１ 開催日時 
  平成２２年２月２３日（火）午後３時から５時まで 
２  開催場所  
    熊本県人吉市西間下町８６－１ 
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  熊本県球磨地域振興局 大会議室 
３  議題  
 （１）救急医療専門部会報告 
 （２）第５次球磨地域保健医療計画の進捗状況について 
 （３）その他 
４ 傍聴者の定員  
    １０人 
５ 傍聴手続 
  （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、 
   事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
  （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
    熊本県人吉市寺町１２番１号 
    球磨地域保健医療推進協議会事務局（熊本県人吉保健所総務企画課） 
  （電話０９６６－２２－３１０７） 

 
 
天草不知火海区漁業調整委員会指示第１４０号 
 アサリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１
項の規定に基づき、次のとおり指示する。ただし、漁業権者である漁業協同組合が同一漁
業権漁場内で移植する場合、又は試験研究機関が試験研究のため採捕する場合は、この限
りでない。 
  平成２２年２月９日   
                         天草不知火海区漁業調整委員会会長 板 﨑  清    
１  指示の内容 
   天草不知火海区（宇城市（有明海側を除く。）から熊本県と鹿児島県との境に至る地 
 先海面並びに上天草市、天草市及び天草郡苓北町の地先海面）において、殻幅１２mm未 
 満のアサリを採捕してはならない。 
２  指示の期間 
  平成２２年２月２０日から平成２３年２月１９日まで 

 
 
熊本県環境影響評価審査会公告第１号 
 熊本県環境影響評価審査会の会議を、次のとおり開催する。 
  平成２２年２月９日 
                 熊本県環境影響評価審査会会長 矢 野 隆    
１ 開催日時 
  平成２２年２月１８日（木）午後１時３０分から午後４時３０分まで 
２ 開催場所 
  熊本市城山薬師二丁目１２番１号 
    熊本市西部環境工場大会議室 
３ 審議内容 
  西部環境工場代替施設整備事業環境影響評価方法書について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）会議当日、会場において整理券の配布を行うので、傍聴希望者は、審議開始予定

時刻の３０分前までに集合すること。 
 （２）傍聴の手続は先着順で行うが、傍聴希望者が多数ある場合は抽選を行うことがあ

る。 
 （３）傍聴決定者は、当該会議の会場において受付のうえ、事務局の指示に従い、会議

の会場に入ることができる。 
６ 問合せ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境生活部環境保全課環境審査班 
    電話０９６－３３３－２２６９ 

 
 
熊本県環境審議会鳥獣部会公告第１号 
  平成２１年度熊本県環境審議会鳥獣部会の会議を次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は次のとおりとする。 
  平成２２年２月９日 
             熊本県環境審議会鳥獣部会 
                          部会長 阿 部 正 喜    
１ 開催日時 
  平成２２年２月１９日（金） 
  午前９時３０分から１１時３０分まで 
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２ 開催場所 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁本館１階 １０１会議室 
３ 議題 
  第３期熊本県特定鳥獣（ニホンジカ）保護管理計画の変更について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
  （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに当会議の会場において受け付けのう 
    え、事務局の指示に従い会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境生活部自然保護課 
  （電話０９６－３３３－２２７５） 

 


